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第 1 章 はじめに 

長年、規範意識を持って日常生活を送ってきたはずの高齢者が、何故、高齢期になって、万

引き等の窃盗犯罪行為を行ってしまうのか。高齢者特有の動機や行動を把握し、その背景や原

因を探り、未然の防止に役立てることは意義のあることと考える。既存研究においては、高齢

者の万引きについての研究蓄積が乏しいことが明らかになった。その理由としては、一般の研

究者が事犯事例に直接にアプローチすることが極めて困難なためと考えられる。次善の策とし

て、都道府県別を分析単位として、犯罪の検挙割合などの地域格差（主として都道府県別）が

地域特性とどのように関連しているかを分析することで、犯罪の背景要因にアプローチする研

究が行われている。しかし、高齢者の万引きについては、このような方法論を用いた研究がほ

とんどない。加えて、高齢者とそれ以外の者との背景の違いについては、犯罪全体の分析も含

め研究が行われていない。 

本研究の目的は、65歳以上の万引きによる検挙割合の都道府県別格差と、都道府県の社会経

済特性との関連を分析するとともに、その関連性が 65 歳未満を対象とした場合とどのように

異なるかを分析する。 

 

第 2 章 研究方法 

2.1 分析資料 

都道府県別の万引きによる検挙者数については、2007 年から 2016 年までの年別・都道府県

別の万引き検挙人員及び 65 歳以上の万引き検挙人員のデータを、警察庁から提供を受けた。 

都道府県別の社会経済特性については、既存研究を参考に、①人口構造、②治安、③経済水

準、④社会関係、⑤行政、⑥商業環境を取り上げ分析した。 

2.2  分析方法 

1) 万引きによる検挙指標の作成 

都道府県別の万引きの検挙件数の相関では、近接年次では高い相関を示しているが、5 年も

開くと相関が低くなる。すなわち、検挙件数は年次によってかなりの変動がみられるので、都

道府県別の分析で、5 年間（2007～2011 年と 2012～2016 年）の検挙件数を合算し、それを

指標化した。 

2)万引きによる検挙指標に関連する都道府県特性 

 2012～2016 年の合算検挙割合と都道府県別の社会経済特性との相関係数を算出した。さら

に、有意な相関係数については、他の特性を考慮した上でも当該特性が有意な効果を持つか否

かを評価するため、重回帰分析を行った。分析は、65 歳以上と 65 歳未満をそれぞれ別々に行

った。 

 

第 3 章 結果 

3.1 65 歳以上と 65 歳未満の万引きによる都道府県別検挙割合の平均値、標準偏差および両指

標の相関 

 65 歳以上の万引き割合（2012～2016 年の合算）の平均は、人口 1 万人に対して 8.5人であ

った。この割合を 2007～2011 年の割合(9.6人)と比較すると有意に低下していた。さらに、65

歳未満（5.5人）との比較では、65 歳以上が有意に高かった。 

 都道府県別割合の標準偏差を、65 歳以上と 65 歳未満で比較すると、2012～2016 年では、
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65 歳以上が 65 歳未満と比較して有意に標準偏差が小さかった。2006～2011 年においても、

65 歳以上が 65 歳未満と比較して標準偏差が小さい傾向が見られた。 

65 歳以上の万引きによる検挙割合の 2007～2011 年と 2012～2016 年の相関係数を見ると、

0.672であり、5 年間の間にかなりの変動が見られた。他方、65 歳未満の相関係数は 0.828で

あり、65 歳以上と比較すると変動が少なかった。高 65 歳以上と 65 歳未満の万引きによる検

挙割合の相関係数をみると、2007～2011 年では 0.806、2012～2016 年では 0.736であり、共

通する要因が作用していることが示されている。 

 

3.2 万引きによる検挙割合と都道府県別特性との相関係数 

  万引きによる検挙割合と都道府県別特性との相関については、65 歳以上については、有意

な相関係数は見いだされなかった。65 歳未満については、10％未満の有意水準でみると、高

齢化率が高い、警察官数／人口が少ない、刑法班の認知件数／人口が低いという都道府県で、

万引きの検挙割合が低いという関連が見られた。 

 

第 4 章 考察 

本研究では、都道府県別を分析単位として、万引きの検挙割合の都道府県による格差が都道

府県の社会経済特性との関連を分析することで、高齢者の万引きの背景要因にせまろうとした。

分析に際しては、貧困、孤立、ソーシャルキャピタルなどが万引きに影響しているという仮説

に基づき、それらを測定できる都道府県別の指標で万引きによる検挙割合との相関係数を算出

した。 

 分析の結果、65 歳未満については、10％有意水準ではあるものの、高齢化率が高い、警察

官数／人口が少ない、刑法班の認知件数／人口が低いという都道府県で、万引きが多いという

結果が得られた。その因果の解釈は慎重であることが必要であるが、都市化が 65 歳未満の万

引きを誘発する要因であることが示唆されている。しかし、65 歳以上では、いずれの都道府

県の特性も万引きの検挙割合に有意な相関（P<.10 を含め）を持っていなかった。つまり、本

研究では、高齢者の万引きの背景として指摘されてきた貧困、孤立、さらに万引きの抑止の要

因として位置づけられるソーシャルキャピタルの影響を支持する結果を得ることができなか

った。理由として、第１には、本研究で用いた指標データそのものが万引きをきちんと捕捉で

きず、社会経済特性の影響が過少評価された可能性があること、第２には、高齢者の万引きは

社会経済的な背景よりも、疾患が背景にあるのではないかという可能性も考えられる。 
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